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	変更前
	変更後

	就業規則
（試用期間）
第８条　新たに採用された従業員は、原則として、入社日から３ヶ月間を試用期間とする。

（パソコン等の使用）
第２５条　（略）
（新設）

	就業規則
（試用期間）
第８条　新たに採用された従業員は、原則として、入社日から６ヶ月間を試用期間とする。

（パソコン等の使用）
第２５条　（略）
（９）会社の許可を受けずに、会社、他の従業員及び取引先に関する事項について、掲示板、ＳＮＳ及びブログ等に書き込まないこと

	賃金規程
（家族手当）
第２１条　扶養家族を有する従業員に対して、次の各号のとおり家族手当を支給する。
（１）配偶者	・・・月額５，０００円
（２）子	・・・１人につき月額３，０００円
	賃金規程
（家族手当）
第２１条　扶養家族を有する従業員に対して、次の各号のとおり家族手当を支給する。
（削除）
（１）子	・・・１人につき月額５，０００円



